
 

 

2 0 2 3 年 ８ 月 ７ 日 

ＪＲ九州バス株式会社 

賃金制度の改正について 

 

ＪＲ九州バス株式会社は、安全・安心なモビリティサービスを持続的に提供していくために、社

員の安定した生活環境の構築と勤労意欲の向上、そして、やる気のある社員に報いることが可能と

なる賃金制度の改正を実施いたします。 

 なお、本改正により 1人あたりの賃金は平均すると、現行制度と比較して平均 4.3％（14,000円

程度）上昇する見込みです。 

 

１ 賃金制度の主な改正点 

〇 基本給の引き上げ等 

・ 基準内賃金（年令給）の引き上げ 

 高卒の初任給（福岡地区勤務）：153,300円 ⇒ 175,700円 

 年令に応じた引き上げ（ 10,000円 ～ 28,500円 ） 

・ 60歳以降の再雇用社員の基本給の引き上げと昇給制度の導入 

 60歳の基本給の引き上げ額（福岡地区勤務）：26,000円 ～ 31,000円 

 昇給制度の導入 

〇 意欲と能力のある社員の活躍推進 

・ 有資格者への評価と技能人材の活用 

 国家資格や新人育成等の技能を有する社員に対する業務手当の引き上げ 

・ 業務意欲向上につながる各種手当の見直し 

 乗務距離に比例する業務手当（単価）の平均 67％程度引き上げ 

 車両整備に関する業務手当（月額）の引き上げ 

整備管理者：1,500円 → 5,000円 、自動車整備士：5,000円 → 20,000円 

 

２ 実施日 2023年 10月 1日 

以上 

 

 


